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北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年３月２９日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２３号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４７年北九州市規則第３３号）の一部を次のように改正する。

別表第１のプールの木屋瀬プールの２５メートルプールの項中「除いた日」

の次に「並びに８月２６日から同月３１日までの期間のうち、市長が別に定め

る日を除いた日」を加える。 

別表第５の自転車貸出し施設の項中「８月３１日」を「８月２５日」に改め

、「日曜日」の次に「、土曜日」を加える。 

付 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
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北九州市告示第１４０号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市渡船事業所における若戸航路の使用料及び手数料の徴収事務を次の

とおり委託した。

平成３１年４月２日

 北九州市長 北 橋 健 治

受  託  者
委  託  期  間

名    称 住    所

関門汽船株式会社 北九州市門司区西海

岸一丁目４番１号

平成３１年４月１日から平

成３２年３月３１日まで
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北九州市告示第１４１号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市渡船事業所小倉分室における小倉航路の使用料及び手数料の徴収事

務を次のとおり委託した。

平成３１年４月２日

 北九州市長 北 橋 健 治

受  託  者
委  託  期  間

名    称 住    所

松山・小倉フェリー

株式会社小倉支店

北九州市小倉北区浅

野三丁目１０番３１

号

平成３１年４月１日から平

成３２年３月３１日まで
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北九州市公告第１８３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成３１年４月２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市八幡東区天神町４番１のう

ち、４番１１のうち及び４番１２か

ら４番６２まで並びに１３６６番１

６のうち 

北九州市八幡東区東田一丁目５番

３号 

新日鉄興和不動産株式会社企業不

動産開発本部 

九州支店長 菊地史春 

北九州市小倉南区朽網東二丁目９７

０番１及び９７０番１３から９７０

番２８まで 

大阪市北区大淀中一丁目１番８８

号 

積水ハウス株式会社 

代表取締役 仲井嘉浩 
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北九州市選挙管理委員会告示第３０号 

 平成３１年１月２７日執行の北九州市長選挙における候補者の選挙運動に関

する収支報告書の要旨は、別紙のとおりである。 

  平成３１年４月２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 
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１　選挙の種類　　

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額
円

３　報告書の要旨
候 補 者 氏 名 所属党派 平成31年1月28日 から

出納責任者氏名 平成31年3月1日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 0 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

荒牧　啓一 弁護士 25,000 円 　　選挙事務所費 0

縄田　浩孝 弁護士 25,000 　　集合会場費 0

通信費 30,021

交通費 0

印刷費 0

広告費 0

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 0

今　　回　　計 50,000 今　　回　　計 30,021

前　　回　　計 1,470,000 前　　回　　計 1,964,075

総　　　　　計 1,520,000 総　　 　 　計 1,994,096

円

円

候 補 者 氏 名 所属党派 平成31年2月7日 から

出納責任者氏名 平成31年2月25日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 0 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

円 　　選挙事務所費 0

　　集合会場費 0

通信費 28,869

交通費 0

印刷費 0

広告費 0

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 0

今　　回　　計 0 今　　回　　計 28,869

前　　回　　計 4,800,000 前　　回　　計 5,793,422

総　　　　　計 4,800,000 総　　 　 　計 5,822,291

円

円

項　目

松尾　繁司

ビラの作成 357,000

金　額

第２回分
北橋　健治 無所属

期間

ポスターの作成 707,200

第２回報告分平成31年3月1日報告書受理年月日

支出のうち公費負担相当額

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

永田　浩一 無所属
第２回分

原田　祥昌

２０,１０８,５００

　　平成３１年１月２７日執行　北九州市長選挙　　

　　　　（法定選挙運動費用額）

期間

支出のうち公費負担相当額

項　目 金　額

ポスターの作成 609,984

報告書受理年月日

ビラの作成 476,000

平成31年2月26日 第２回報告分
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北九州市選挙管理委員会告示第３１号 

 平成３１年１月２７日執行の北九州市議会議員補欠選挙（小倉北区選挙区）

における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、別紙のとおりである

。 

  平成３１年４月２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 
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１　選挙の種類　　　　　

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額
円

３　報告書の要旨
候 補 者 氏 名 所属党派 平成31年2月7日 から

出納責任者氏名 平成31年2月22日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 72,000 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

0 円 　　選挙事務所費 0

　　集合会場費 0

通信費 0

交通費 0

印刷費 0

広告費 0

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 0

今　　回　　計 0 今　　回　　計 72,000

前　　回　　計 3,000,000 前　　回　　計 1,766,420

総　　　　　計 3,000,000 総　　 　 　計 1,838,420

円

候 補 者 氏 名 所属党派 平成31年2月23日 から

出納責任者氏名 平成31年2月28日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 0 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

0 円 　　選挙事務所費 0

　　集合会場費 0

通信費 0

交通費 0

印刷費 74,844

広告費 0

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 0

今　　回　　計 0 今　　回　　計 74,844

前　　回　　計 3,000,000 前　　回　　計 1,838,420

総　　　　　計 3,000,000 総　　 　 　計 1,913,264

円

報告書受理年月日 平成31年3月6日 第３回報告分

支出のうち公費負担相当額
項　目 金　額

ポスターの作成 540,000

自由民主党
期間 第２回分

木村　年伸 自由民主党
期間 第３回分

黒水　尚子

ポスターの作成 540,000

報告書受理年月日

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

    平成３１年１月２７日執行　北九州市議会議員補欠選挙（小倉北区選挙区）　　

　　　　（法定選挙運動費用額） ５，７６６，３００

平成31年3月1日 第２回報告分

木村　年伸

黒水　尚子

支出のうち公費負担相当額
項　目 金　額
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候 補 者 氏 名 所属党派 平成31年3月1日 から

出納責任者氏名 平成31年3月11日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 0 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

0 円 　　選挙事務所費 85,000

　　集合会場費 75,600

通信費 0

交通費 0

印刷費 0

広告費 0

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 0

今　　回　　計 0 今　　回　　計 160,600

前　　回　　計 3,000,000 前　　回　　計 1,913,264

総　　　　　計 3,000,000 総　　 　 　計 2,073,864

円
支出のうち公費負担相当額

金　額

ポスターの作成 540,000

報告書受理年月日 平成31年3月11日 第４回報告分

木村　年伸 自由民主党
期間 第４回分

黒水　尚子

項　目
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北九州市選挙管理委員会告示第３２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  平成３１年４月２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万６，００２人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第 1 項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育長又は教育委員会の委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数 

  ２０万７人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万８，１６５人 

  小倉北区 ５万８００人 

  小倉南区 ５万８，６４２人 

  若松区  ２万３，０９８人 

  八幡東区 １万９，０５３人 

  八幡西区 ７万５１９人 

  戸畑区  １万６，４１１人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項
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（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置

協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万３，３４３人 
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